
資料１ 

       第４回タクシー特定地域協議会 
   北九州交通圏・筑豊交通圏・福岡交通圏・ 

久留米市・大牟田市 
 
 

◇タクシー適正化・活性化特別措置法 

◇各特定地域のタクシー事業の概要 

◇人身事故発生件数の推移   
 

 

 

平成２２年１１月２６日（金） 

１３：３０～「八仙閣」 
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１．各特定地域のタクシー事業者数・タクシー台数

478 478 22 
平成１４年３月
末

512 512 21 
平成２２年３月
末

車両
数

事業者
数

タクシー計
個人タ
クシー

法人タクシー

筑豊交通圏

4,014 721 3,293 87 
平成１４年３月
末

3,690 568 3,122 84 
平成２２年３月
末

車両
数

事業者
数

タクシー計
個人タ
クシー

法人タクシー

北九州交通圏

- ２ -



797 144 653 29 
平成１４年３月

末

303社北九州交通圏780 114 666 29 
平成２２年３月

末

1258社福岡交通圏
車両

数
事業者

数

車両数事業者数

タクシー計

個人タ
ク
シ
ー

法人タクシー

新規事業者久留米市

328 28 300 12 平成１４年３月末6,130 1,852 4,278 100 
平成１４年３月

末

237 23 214 10 平成２２年３月末7,039 1,830 5,209 106 
平成２２年３月

末

車両
数

事業者
数

車両
数

事業者
数

タクシー
計

個人タ
ク
シ
ー

法人タクシー

タクシー計

個人タ
ク
シ
ー

法人タクシー

大牟田市福岡交通圏
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２．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移

北九州交通圏のタクシー各種指標の推移
（法人のみ、Ｈ１３＝１００）
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筑豊交通圏のタクシー各種指標の推移
（法人のみ、Ｈ１３＝１００）
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福岡交通圏のタクシー各種指標の推移
（法人のみ、Ｈ１３＝１００）
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久留米市のタクシー各種指標の推移
（法人のみ、Ｈ１３＝１００）
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大牟田市のタクシー各種指標の推移
（法人のみ、Ｈ１３＝１００）
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５．福岡県におけるタクシー運転者の労働環境（１）

年間推計賃金
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＊１．注 ２０年の数値（３４７）については、の以下の２点に留意が必要。

①１９年の運賃改定を踏まえ、運転者の賃金改善を行政指導による改善効果がある点。

②推計は、統計調査による６月の実績値を基に作っており、９月のリーマンショック以降の景気悪化による影響は加味されていない点。

＊１



厚生労働省 賃金構造基本統計調査より

１時間当たり単価
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ドライバーの高齢化が見られる。労働賃金が全産業よりも低水準となっている。
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＊１

＊１．注 ２０年の数値（３４７）については、の以下の２点に留意が必要。

①１９年の運賃改定を踏まえ、運転者の賃金改善を行政指導による改善効果がある点。

②推計は、統計調査による６月の実績値を基に作っており、９月のリーマンショック以降の景気悪化による影響は加味されていない点。



６．福岡県における人身事故発生件数の推移（H１３＝１００）

福岡県警察本部交通部交通企画課 交通年鑑ダイジェストより- １１ -

人身事故件数
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               資料２ 

 

第４回タクシー特定地域協議会（合同） 
（北九州交通圏・筑豊交通圏・福岡交通圏・久留米市・大牟田市）  
 

①「地域計画に基づく特定事業」 

 

○北九州交通圏地域計画・・・・・・・P 1 

    

○筑豊交通圏地域計画・・・・・・・・ 2 

 

○福岡交通圏地域計画・・・・・・・・ 3 

     

○久留米市地域計画・・・・・・・・・  4 

     

○大牟田市地域計画・・・・・・・・・  5 

     

 

②「特定事業（事業再構築）」認定（申請）状況 
 

○特定事業計画（事業再構築）の申請状況 ・・・・・・6 

 
○特定事業計画（事業再構築）の状況（全国比較表）・・7 
 

○特定事業計画（事業再構築）の状況（全国主要都市）・8 

 

 

 



承認日；平成22年3月9日　公表日；平成22年3月31日

事業者 タク協 個人組 短期 中期 長期

１．タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

1
①　公共交通機関としての社会的責務を果たすため、「安全・安心で良質なサービスを提供」を遂行
すべく、接客マナー向上研修会を実施、利用者の満足度を高めることを目標とする。

○ ○ ○ ○ 55
2 ②　サービス向上のための教育・研修の充実 ○ ○ ○ 9
3

③　地理不案内による乗務員における旅客とのトラブル防止のため、各社における地理教育の徹
底を進める。

○ ○ 15

4
④　カード時代に対応した電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器等について、すでに導入し
ているところであるが､さらに充実、促進を図る。

○ ○ ○ 5

5

⑤　「子育て支援タクシー」の導入を促進する。
　　保護者の負担を軽減、安全・安心を与えるよう、保育研修を受けた乗務員によるチャイルドシー
ト等を備えた車両の導入を図り､また、子供の緊急時や夜間の対応等、安心・安全確保を図るサー
ビスを行う。

○ ○ 1

6 ⑥　特に、観光・ビジネス等に対応したハイグレード車の導入促進を図る。 ○ ○ ○ 1
7

⑦　高齢化社会における個人需要を増加するために福祉行政と連携をとるなどユニバーサルデザ
イン車両の導入促進、バリアフリー対応の教育制度の導入を図る。

○ ○ ○ ○ 2

8

⑧　公共交通機関としての社会的責務を果たす一つの対策として、現在、福岡県においては北九
州・福岡交通圏を始めとする全国政令指定都市において、乗務員登録制度を導入しているが、更
なる優良運転者によるサービス水準をアップすると共に悪質乗務員を排除し、良質なタクシーが選
択されるような環境を創る。

○ ○ ○ ○ 5

9
⑨　優良乗務員、優良事業者を確保するため、福岡交通圏で導入しているプレミアムタクシー及び
個人タクシー協会において行っているマスターズ制度の一層の充実を進める。

○ ○ ○ ○ ○

10 ⑩　旅客の利便とサービス向上を図るため各事業者における自社WEBサイトの開設を進める。 ○ ○ 2
11

⑪　社内及び法人協会等において、無事故・無違反、苦情等が無い優良乗務員の推薦制度及び表
彰制度の促進を図る。

○ ○ ○ ○ 2
２．事業経営の活性化、効率化

12 ①　日勤勤務から隔日勤務への転換などによる効率性の向上と車当りの生産性の向上を図る。 ○ ○ ○
13 ②　車両経費の削減 ○ ○
14 ③　共同配車センター・システム等の設置 ○ ○ ○
15 ④　タクシーチケットの規格統一化・共有化 ○ ○ ○

３．タクシー乗務員の労働条件の悪化防止、改善、向上
16 ①　賃金制度、乗務員負担制度の見直し及び改善 ○ ○ ○ 2
17 ②　デジタルタコグラフの活用など運行管理の徹底による労働時間の短縮 ○ ○ ○
18 ③　日勤勤務から隔日勤務への転換等による長時間労働の短縮 ○ ○ ○ 3
19 ④　若年労働者の積極的な雇用の促進 ○ ○ ○ 10
20 ⑤　健康診断の充実 ○ ○ 55
21 ⑥　仮眠室・休憩室等の福利厚生施設の充実 ○ ○ ○
22 ⑦　防犯カメラの設置・防犯仕切板の導入等の防犯対策を推進する。 ○ ○ 9
23 ⑧　洗車機の導入 ○ ○ ○

４．交通問題・観光問題・都市問題の改善
①　国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン2009」における事故削減のための対策

24 ○　ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ等を活用した事故防止教育の実施 ○ ○ ○ 22
25 ○　アルコールチェッカーの導入 ○ ○ 4
26 ○　運輸安全マネジメント講習の受講 ○ ○ 35
27 ○　安全運転講習会の受講 ○ ○ 7
28 ○　交通事故ゼロ運動等の実施 ○ ○ 5
29 ②　主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 ○ ○ ○ ○
30 ③　タクシー事業者による混雑地域における迷惑行為の抑止策の徹底 ○ ○

31

④　国、自治体が進める観光施策、経済政策と連携した新しいサービス事業を促進する。
　それには、国内外の観光客、ビジネス客に対応した新しい観光タクシーの運行することが必要で
あり、以下の事業を促進することが必要。
　・観光案内ルートの提供　・乗務員の観光研修・講習会の実施
　・通訳サービスの提供または外国語指さしシートの作成等と車体表示

○ ○ ○ ○ ○

５．環境問題
32 ①　国、及び自治体の理解と支援を得ながら、ハイブリッド車、ＥＶ車等低公害車の導入促進を図る。 ○ ○ ○ ○ 9
33 ②　アイドリングストップ運動を促進する。 ○ ○ ○ 27

６．防犯・防災対策

34
①　特に、犯罪の発生が多発している都市部における治安維持へ協力していく。その一つに、現在
取り組んでいる「子供１１０番」、「子育て支援タクシー」等々の促進を図っていく。

○ ○ ○ 1
35 ②　その他、自治体等が進める地域の防災・防犯対策に積極的に協力する。 ○ ○ ○ 2

実施主体；（事業者）タクシー事業者　（タク協）タクシー協会　（個人組）個人タクシー組合

実施主体
特　　　定　　　事　　　業

北九州交通圏タクシー特定地域協議会　地域計画

認定申請
事業者数

実施時期
平成２２年１１月１７日現在



承認日；平成22年3月9日　公表日；平成22年3月31日

事業者 タク協 短期 中期 長期

１．タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

1
①　公共交通機関としての社会的責務を果たすため、「安全・安心で良質なサービスを提供」を遂行
すべく、接客マナー向上研修会を実施、利用者の満足度を高めることを目標とする。

○ ○ ○

2 ②　サービス向上のための教育・研修の充実 ○ ○

3
③　地理不案内による乗務員における旅客とのトラブル防止のため、各社における地理教育の徹底
を進める。

○ ○

4
④　カード時代に対応した電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器等について、すでに導入し
ているところであるが､さらに充実、促進を図る。

○ ○ ○

5

⑤　「子育て支援タクシー」の導入を促進する。
　　保護者の負担を軽減、安全・安心を与えるよう、保育研修を受けた乗務員によるチャイルドシート
等を備えた車両の導入を図り､また、子供の緊急時や夜間の対応等、安心・安全確保を図るサービ
スを行う。

○ ○

6 ⑥　特に、観光・ビジネス等に対応したハイグレード車の導入促進を図る。 ○ ○ ○

7
⑦　高齢化社会における個人需要を増加するために福祉行政と連携をとるなど、ユニバーサルデザ
イン車両の導入促進、バリアフリー対応の教育制度の導入を図る。

○ ○ ○ ○

8
⑧　公共交通機関としての社会的責務を果たす対策として、乗務員登録制度を導入し、優良運転者
によるサービス水準をアップすると共に悪質乗務員を排除し、良質なタクシーが選択されるような環
境を創る。

○ ○ ○ ○

9
⑨　優良乗務員、優良事業者を確保するため、福岡交通圏で導入しているプレミアムタクシー及び個
人タクシー協会において行っているマスターズ制度の充実を進める。

○ ○ ○ ○

10 ⑩　旅客の利便とサービス向上を図るため各事業者における自社WEBサイトの開設を進める。 ○ ○

11
⑪　社内及び法人協会等において、無事故・無違反、苦情等が無い優良乗務員の推薦制度及び表
彰制度の促進を図る。

○ ○ ○

２．事業経営の活性化、効率化
12 ①　日勤勤務から隔日勤務への転換などによる効率性の向上と車当りの生産性の向上を図る。 ○ ○ ○
13 ②　車両経費の削減 ○ ○
14 ③　共同配車センター・システム等の設置 ○ ○ ○
15 ④　タクシーチケットの規格統一化・共有化 ○ ○ ○

３．タクシー乗務員の労働条件の悪化防止、改善、向上
16 ①　賃金制度、乗務員負担制度の見直し及び改善 ○ ○ ○
17 ②　デジタルタコグラフの活用など運行管理の徹底による労働時間の短縮 ○ ○ ○
18 ③　日勤勤務から隔日勤務への転換等による長時間労働の短縮 ○ ○ ○
19 ④　若年労働者の積極的な雇用の促進 ○ ○ ○ 5
20 ⑤　健康診断の充実 ○ ○ 13
21 ⑥　仮眠室・休憩室等の福利厚生施設の充実 ○ ○ ○
22 ⑦　防犯カメラの設置・防犯仕切板の導入等の防犯対策を推進する。 ○ ○ 3
23 ⑧　洗車機の導入 ○ ○ ○

４．交通問題・観光問題・都市問題の改善
①　国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン2009」における事故削減のための対策

24 ○　ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ等を活用した事故防止教育の実施 ○ ○ ○ 6
25 ○　アルコールチェッカーの導入 ○ ○ 10
26 ○　運輸安全マネジメント講習の受講 ○ ○
27 ○　安全運転講習会の受講 ○ ○
28 ○　交通事故ゼロ運動等の実施 ○ ○ 5
29 ②　主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 ○ ○ ○
30 ③　タクシー事業者による混雑地域における迷惑行為の抑止策の徹底 ○ ○

31

④　国、自治体が進める観光施策、経済政策と連携した新しいサービス事業を促進する。
　それには、国内外の観光客、ビジネス客に対応した新しい観光タクシーの運行することが必要であ
り、以下の事業を促進することが必要。
　・観光案内ルートの提供　・乗務員の観光研修・講習会の実施
　・通訳サービスの提供または外国語指さしシートの作成等と車体表示

○ ○ ○ ○

５．環境問題
32 ①　国、及び自治体の理解と支援を得ながら、ハイブリッド車、ＥＶ車等低公害車の導入促進を図る。 ○ ○ ○
33 ②　アイドリングストップ運動を促進する。 ○ ○

６．防犯・防災対策

34
①　特に、犯罪の発生が多発している都市部における治安維持へ協力していく。その一つに、現在
取り組んでいる「子供１１０番」、「子育て支援タクシー」等々の促進を図っていく。

○ ○ ○

35 ②　その他、自治体等が進める地域の防災・防犯対策に積極的に協力する。 ○ ○ ○

実施主体；（事業者）タクシー事業者　（タク協）タクシー協会

筑豊交通圏タクシー特定地域協議会　地域計画

認定申請
事業者数

実施時期
平成２２年１１月１７日現在

実施主体
特　　　定　　　事　　　業



承認日；平成22年3月26日　公表日；平成22年3月31日

事業者 タク協 個人組 短期 中期

（１）タクシー事業者が実施主体となる特定事業
①利用者サービスの向上に資する事業

1
イ、利用者の選択性の向上に資するため、サービス内容や基本的な情報提供の充実を図るための
ホームページの開設

○ 1

2
ロ、電子マネー、ＩＣカード、クレジットカード決済器の導入及び他の輸送機関との連携による総合交
通ネットワークの構築

○ 3
3 ハ、優良乗務員の養成 ○ 4

②情報通信技術の活用による運行の管理の高度化に関する事業
4 イ、デジタル式ＧＰＳ―ＡＶＭを活用した無線配車の効率化及び運行管理の高度化 ○ 1
5 ロ、デジタルタコグラフを活用した運行管理の効率化及び運転者が行う業務の省力化 ○ 2

③利用者の特別の需要に応じるための運送の実施に関する事業
6 イ、子育て支援タクシーの導入及び拡充 ○ 1
7 ロ、妊婦支援タクシーの導入及び拡充 ○ 1
8 ハ、ケア輸送サービスの充実 ○ 1
9 ニ、ユニバーサルデザイン車両の導入 ○
10 ホ、観光タクシーの企画・販売 ○ 2
11 ヘ、観光タクシー乗務員の養成 ○ 2
12 ト、観光コンベンションビューローが主催する観光従事者研修の受講 ○
13 チ、通訳コールセンターの活用 ○

④環境問題への貢献
14 イ、ハイブリッド車及びＥＶ車等低公害車の導入 ○ 19
15 ロ、アイドリングストップ車の導入 ○ 1
16 ハ、アイドリングストップ運動の実施 ○ 20
17 ニ、グリーン経営認証の取得 ○

⑤労働条件の改善
18 イ、賃金制度の見直し ○ 2
19 ロ、防犯カメラの導入 ○ 20
20 ハ、防犯仕切り板の導入 ○ 43

⑥安全性の維持・向上（事業用自動車総合安全プラン２００９）
21 イ、ドライブレコーダー・デジタルタコメーター等を活用した運行管理の高度化及び乗務員教育の実施 ○ 42
22 ロ、アルコールチェッカーの導入 ○ 11
23 ハ、運輸安全マネジメント講習の受講 ○ 9
24 ニ、安全運転講習会の受講 ○ 8
25 ホ、交通事故０運動の実施 ○ 31

（２）タクシー協会が取り組むその他の事業
○タクシーサービスの活性化及び良質な輸送サービスの提供

26 ①プレミアムタクシー乗務員の育成事業（継続事業） ○
27 ②利用者の選択性の向上を推進する事業 ○
28 ③多様化する利用者ニーズやマーケットを把握する事業 ○

（３）個人タクシー事業者団体が取り組むその他の事業
29 ○優良個人タクシー事業者認定制度（マスターズ制度）の促進（継続事業） ○ ○

（４）タクシー協会及び個人タクシー事業者団体が共同で取り組むその他の事業
30 ○タクシー業務適正化特別措置法に基づく適正化事業に関する調査等 ○ ○

実施主体；（事業者）タクシー事業者　（タク協）タクシー協会　（個人組）個人タクシー組合

実施主体
特　　　定　　　事　　　業

福岡交通圏タクシー特定地域協議会　地域計画

認定申請
事業者数

平成２２年１１月１７日現在
実施時期



承認日；平成22年3月12日　公表日；平成22年3月31日

事業者 タク協 個人組 短期 中期 長期

１．タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

1
①　公共交通機関としての社会的責務を果たすため、「安全・安心で良質なサービスを提供」を遂行
すべく、接客マナー向上研修会を実施、利用者の満足度を高めることを目標とする。

○ ○ ○ ○ 1
2 ②　サービス向上のための教育・研修の充実 ○ ○ ○

3
③　地理不案内による乗務員における旅客とのトラブル防止のため、各社における地理教育の徹
底を進める。

○ ○ 1

4
④　カード時代に対応した電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器等について、すでに導入し
ているところであるが､さらに充実、促進を図る。

○ ○ ○

5

⑤　「子育て支援タクシー」の導入を促進する。
　　保護者の負担を軽減、安全・安心を与えるよう、保育研修を受けた乗務員によるチャイルドシー
ト等を備えた車両の導入を図り､また、子供の緊急時や夜間の対応等、安心・安全確保を図るサー
ビスを行う。

○ ○

6 ⑥　特に、観光・ビジネス等に対応したハイグレード車の導入促進を図る。 ○ ○ ○

7
⑦　高齢化社会における個人需要を増加するために福祉行政と連携をとるなど、ユニバーサルデ
ザイン車両の導入促進、バリアフリー対応の教育制度の導入を図る。

○ ○ ○ ○

8
⑧　公共交通機関としての社会的責務を果たす対策として、乗務員登録制度を導入し、優良運転者
によるサービス水準をアップすると共に悪質乗務員を排除し、良質なタクシーが選択されるような環
境を創る。

○ ○ ○ ○

9
⑨　優良乗務員、優良事業者を確保するため、福岡交通圏で導入しているプレミアムタクシー及び
個人タクシー協会において行っているマスターズ制度の充実を進める。

○ ○ ○ ○ ○

10 ⑩　旅客の利便とサービス向上を図るため各事業者における自社WEBサイトの開設を進める。 ○ ○

11
⑪　社内及び法人協会等において、無事故・無違反、苦情等が無い優良乗務員の推薦制度及び表
彰制度の促進を図る。

○ ○ ○ ○

２．事業経営の活性化、効率化
12 ①　日勤勤務から隔日勤務への転換などによる効率性の向上と車当りの生産性の向上を図る。 ○ ○ ○
13 ②　車両経費の削減 ○ ○
14 ③　共同配車センター・システム等の設置 ○ ○ ○
15 ④　タクシーチケットの規格統一化・共有化 ○ ○ ○

３．タクシー乗務員の労働条件の悪化防止、改善、向上
16 ①　賃金制度、乗務員負担制度の見直し及び改善 ○ ○ ○
17 ②　デジタルタコグラフの活用など運行管理の徹底による労働時間の短縮 ○ ○ ○
18 ③　日勤勤務から隔日勤務への転換等による長時間労働の短縮 ○ ○ ○
19 ④　若年労働者の積極的な雇用の促進 ○ ○ ○
20 ⑤　健康診断の充実 ○ ○ ○ 23
21 ⑥　仮眠室・休憩室等の福利厚生施設の充実 ○ ○ ○ 3
22 ⑦　防犯カメラの設置・防犯仕切板の導入等の防犯対策を推進する。 ○ ○ 3
23 ⑧　洗車機の導入 ○ ○ ○

４．交通問題・観光問題・都市問題の改善
①　国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン2009」における事故削減のための対策

24 ○　ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ等を活用した事故防止教育の実施 ○ ○ ○ 3
25 ○　アルコールチェッカーの導入 ○ ○ 10
26 ○　運輸安全マネジメント講習の受講 ○ ○ 4
27 ○　安全運転講習会の受講 ○ ○ 2
28 ○　交通事故ゼロ運動等の実施 ○ ○ 19
29 ②　主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 ○ ○ ○ ○
30 ③　タクシー事業者による混雑地域における迷惑行為の抑止策の徹底 ○ ○

31

④　国、自治体が進める観光施策、経済政策と連携した新しいサービス事業を促進する。
　それには、国内外の観光客、ビジネス客に対応した新しい観光タクシーの運行することが必要で
あり、以下の事業を促進することが必要。
　・観光案内ルートの提供　・乗務員の観光研修・講習会の実施
　・通訳サービスの提供または外国語指さしシートの作成等と車体表示

○ ○ ○ ○ ○ 3

５．環境問題
32 ①　国、及び自治体の理解と支援を得ながら、ハイブリッド車、ＥＶ車等低公害車の導入促進を図る。 ○ ○ ○ ○
33 ②　アイドリングストップ運動を促進する。 ○ ○ ○

６．防犯・防災対策

34
①　特に、犯罪の発生が多発している都市部における治安維持へ協力していく。その一つに、現在
取り組んでいる「子供１１０番」、「子育て支援タクシー」等々の促進を図っていく。

○ ○ ○

35 ②　その他、自治体等が進める地域の防災・防犯対策に積極的に協力する。 ○ ○ ○

実施主体；（事業者）タクシー事業者　（タク協）タクシー協会　（個人組）個人タクシー組合

実施主体
特　　　定　　　事　　　業

久留米市タクシー特定地域協議会　地域計画

認定申請
事業者数

実施時期
平成２２年１１月１７日現在



承認日；平成22年3月12日　公表日；平成22年3月31日

事業者 タク協 個人組 短期 中期 長期

１．タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

1
①　公共交通機関としての社会的責務を果たすため、「安全・安心で良質なサービスを提供」を遂行
すべく、接客マナー向上研修会を実施、利用者の満足度を高めることを目標とする。

○ ○ ○ ○ 3
2 ②　サービス向上のための教育・研修の充実 ○ ○ ○

3
③　地理不案内による乗務員における旅客とのトラブル防止のため、各社における地理教育の徹
底を進める。

○ ○ 2

4
④　カード時代に対応した電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器等について、すでに導入し
ているところであるが､さらに充実、促進を図る。

○ ○ ○

5

⑤　「子育て支援タクシー」の導入を促進する。
　　保護者の負担を軽減、安全・安心を与えるよう、保育研修を受けた乗務員によるチャイルドシー
ト等を備えた車両の導入を図り､また、子供の緊急時や夜間の対応等、安心・安全確保を図るサー
ビスを行う。

○ ○

6 ⑥　特に、観光・ビジネス等に対応したハイグレード車の導入促進を図る。 ○ ○ ○

7
⑦　高齢化社会における個人需要を増加するために福祉行政と連携をとるなど、ユニバーサルデ
ザイン車両の導入促進、バリアフリー対応の教育制度の導入を図る。

○ ○ ○ ○

8
⑧　公共交通機関としての社会的責務を果たす対策として、乗務員登録制度を導入し、優良運転者
によるサービス水準をアップすると共に悪質乗務員を排除し、良質なタクシーが選択されるような環
境を創る。

○ ○ ○ ○

9
⑨　優良乗務員、優良事業者を確保するため、福岡交通圏で導入しているプレミアムタクシー及び
個人タクシー協会において行っているマスターズ制度の充実を進める。

○ ○ ○ ○ ○

10 ⑩　旅客の利便とサービス向上を図るため各事業者における自社WEBサイトの開設を進める。 ○ ○

11
⑪　社内及び法人協会等において、無事故・無違反、苦情等が無い優良乗務員の推薦制度及び表
彰制度の促進を図る。

○ ○ ○ ○

２．事業経営の活性化、効率化
12 ①　日勤勤務から隔日勤務への転換などによる効率性の向上と車当りの生産性の向上を図る。 ○ ○ ○
13 ②　車両経費の削減 ○ ○
14 ③　共同配車センター・システム等の設置 ○ ○ ○
15 ④　タクシーチケットの規格統一化・共有化 ○ ○ ○

３．タクシー乗務員の労働条件の悪化防止、改善、向上
16 ①　賃金制度、乗務員負担制度の見直し及び改善 ○ ○ ○ 1
17 ②　デジタルタコグラフの活用など運行管理の徹底による労働時間の短縮 ○ ○ ○
18 ③　日勤勤務から隔日勤務への転換等による長時間労働の短縮 ○ ○ ○
19 ④　若年労働者の積極的な雇用の促進 ○ ○ ○
20 ⑤　健康診断の充実 ○ ○ 9
21 ⑥　仮眠室・休憩室等の福利厚生施設の充実 ○ ○ ○
22 ⑦　防犯カメラの設置・防犯仕切板の導入等の防犯対策を推進する。 ○ ○ 2
23 ⑧　洗車機の導入 ○ ○ ○

４．交通問題・観光問題・都市問題の改善
①　国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン2009」における事故削減のための対策

24 ○　ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ等を活用した事故防止教育の実施 ○ ○ ○ 5
25 ○　アルコールチェッカーの導入 ○ ○ 4
26 ○　運輸安全マネジメント講習の受講 ○ ○ 3
27 ○　安全運転講習会の受講 ○ ○
28 ○　交通事故ゼロ運動等の実施 ○ ○ 3
29 ②　主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 ○ ○ ○ ○
30 ③　タクシー事業者による混雑地域における迷惑行為の抑止策の徹底 ○ ○

31

④　国、自治体が進める観光施策、経済政策と連携した新しいサービス事業を促進する。
　それには、国内外の観光客、ビジネス客に対応した新しい観光タクシーの運行することが必要で
あり、以下の事業を促進することが必要。
　・観光案内ルートの提供　・乗務員の観光研修・講習会の実施
　・通訳サービスの提供または外国語指さしシートの作成等と車体表示

○ ○ ○ ○ ○

５．環境問題
32 ①　国、及び自治体の理解と支援を得ながら、ハイブリッド車、ＥＶ車等低公害車の導入促進を図る。 ○ ○ ○ ○
33 ②　アイドリングストップ運動を促進する。 ○ ○ ○

６．防犯・防災対策

34
①　特に、犯罪の発生が多発している都市部における治安維持へ協力していく。その一つに、現在
取り組んでいる「子供１１０番」、「子育て支援タクシー」等々の促進を図っていく。

○ ○ ○

35 ②　その他、自治体等が進める地域の防災・防犯対策に積極的に協力する。 ○ ○ ○

実施主体；（事業者）タクシー事業者　（タク協）タクシー協会　（個人組）個人タクシー組合

実施主体
特　　　定　　　事　　　業

大牟田市タクシー特定地域協議会　地域計画

認定申請
事業者数

実施時期
平成２２年１１月１７日現在



運輸局等

都道府県

特定地域 福岡交通圏 北九州交通圏 筑豊交通圏 大牟田市 久留米市

交通圏内法人事業者数 106 者 84 者 21 者 10 者 29 者

○特定事業計画提出状況 特定事業計画申請事業者数 100 者 82 者 21 者 10 者 29 者

（平成22年11月17日現在）うち(共同)事業再構築を含むもの 85 者 55 者 20 者 1 者 15 者

5,026 両 3,282 両 517 両 258 両 712 両

5,270 両 3,133 両 512 両 250 両 675 両

63 両 19 両 0 両 36 両 9 両

H22.4.30 H22.6.24 H22.9.17 H22.9.16 H22.8.31

5,207 両 3,114 両 512 両 214 両 666 両

282 両 156 両 57 両 2 両 28 両

　　うち減車数 237 両 127 両 57 両 2 両 28 両

　　うち休車数 45 両 29 両 0 両 0 両 0 両

4,925 両 2,958 両 455 両 212 両 638 両

36 両 1 両 0 両 0 両 0 両

　　うち減車数 36 両 1 両 0 両 0 両 0 両

　　うち休車数 0 両 0 両 0 両 0 両 0 両

5,171 両 3,113 両 512 両 214 両 666 両

⑩適正車両数（上） 4,280 両 2,850 両 410 両 210 両 590 両

⑪適正車両数（下） 4,040 両 2,690 両 390 両 200 両 560 両

⑧事業再構築による減車・休車実施済車両数

⑨本日現在の車両数

⑦事業再構築（減車・休車）実施後の車両数

④特定事業計画受付開始年月日

⑥事業再構築による減車・休車数

⑤事業再構築実施前の車両数

特定事業計画（事業再構築）の申請状況について

九州

①基準車両数

福岡

③特定地域指定日以降の道路運送法による減車

②特定地域指定日現在車両数



減車数 休車数 合計
削減数
①－④

削減率
（①－④）／①

北海道運輸局 148 145 98.0% 9,140 8,920 552 17 569 8,351 789 8.6%

東北運輸局 307 303 98.7% 10,376 9,986 517 176 693 9,293 1,083 10.4%

関東運輸局 1,415 1,388 98.1% 67,886 64,432 2,498 2,824 5,322 59,110 8,776 12.9%

北陸信越運輸局 199 175 87.9% 6,761 6,242 191 130 321 5,921 840 12.4%

中部運輸局 439 405 92.3% 19,343 18,833 806 568 1,374 17,459 1,884 9.7%

近畿運輸局 643 487 75.7% 36,530 35,633 1,849 1,467 3,316 32,317 4,213 11.5%

中国運輸局 449 246 54.8% 11,948 11,983 264 129 393 11,590 358 3.0%

四国運輸局 268 155 57.8% 4,623 4,543 22 2 24 4,519 104 2.2%

沖縄総合事務局 109 109 100.0% 3,616 3,293 62 80 142 3,151 465 12.9%

九州運輸局 573 542 94.6% 21,743 21,019 887 266 1,153 19,866 1,877 8.6%

福岡交通圏 106 100 94.3% 5,026 5,207 237 45 282 4,925 101 2.0%

北九州交通圏 84 82 97.6% 3,282 3,114 127 29 156 2,958 324 9.9%

久留米市 29 29 100.0% 712 666 28 0 28 638 74 10.4%

大牟田市 10 10 100.0% 258 214 2 0 2 212 46 17.8%

筑豊交通圏 21 21 100.0% 517 512 57 0 57 455 62 12.0%

佐賀市 19 19 100.0% 514 488 10 7 17 471 43 8.4%

唐津市 8 2 25.0% 234 223 16 3 19 204 30 12.8%

長崎交通圏 38 38 100.0% 1,525 1,409 57 0 57 1,352 173 11.3%

佐世保市 24 23 95.8% 649 596 18 0 18 578 71 10.9%

諫早市 9 9 100.0% 196 184 9 0 9 175 21 10.7%

熊本交通圏 72 72 100.0% 2,405 2,173 91 143 234 1,939 466 19.4%

八代交通圏 13 13 100.0% 348 317 10 16 26 291 57 16.4%

大分市 24 24 100.0% 962 959 30 0 30 929 33 3.4%

別府市 8 8 100.0% 480 449 15 0 15 434 46 9.6%

宮崎交通圏 14 10 71.4% 1,139 1,099 20 12 32 1,067 72 6.3%

都城交通圏 10 4 40.0% 353 325 0 0 0 325 28 7.9%

延岡市 5 4 80.0% 301 291 9 0 9 282 19 6.3%

鹿児島市 41 39 95.1% 2,037 2,026 101 5 106 1,920 117 5.7%

鹿児島空港交通圏 17 16 94.1% 428 430 29 2 31 399 29 6.8%

川薩交通圏 14 14 100.0% 218 212 14 2 16 196 22 10.1%

鹿屋交通圏 7 5 71.4% 159 125 4 2 6 119 40 25.2%

4,550 3,955 86.9% 191,966 184,884 7,648 5,659 13,307 171,577 20,389 10.6%

（注）他局データは平成22年11月11日現在、当局データは平成22年11月17日現在の数値を示す。

特定事業計画（事業再構築）の状況（全国比較表）

大
分

宮
崎

鹿
児
島

事業者
数

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

運輸局等
基準車両数

①
申請者

数
申請率

事業再構築実施後の
供給力削減状況

特定事業計画
実施時の
車両数

②

事業再構築削減数
③

事業再構築実
施後の車両数

④
※②－③



減車数 休車数 合計
削減数
①－④

削減率
（①－④）／①

札幌交通圏 64 63 98.4% 5,349 5,335 386 16 402 4,933 416 7.8%

仙台市 57 57 100.0% 3,038 2,891 198 38 236 2,655 383 12.6%

東京特別区・武三交通圏 362 354 97.8% 33,943 32,050 1,554 2,468 4,022 28,028 5,915 17.4%

京浜交通圏 118 118 100.0% 7,629 7,325 264 109 373 6,952 677 8.9%

神奈川県央交通圏 55 55 100.0% 2,509 2,340 41 48 89 2,251 258 10.3%

千葉交通圏 47 47 100.0% 1,532 1,407 46 1 47 1,360 172 11.2%

埼玉県南中央交通圏 73 69 94.5% 2,782 2,699 33 5 38 2,661 121 4.3%

新潟交通圏 27 27 100.0% 1,347 1,149 61 5 66 1,083 264 19.6%

名古屋交通圏 95 93 97.9% 6,908 6,798 379 354 733 6,065 843 12.2%

静清交通圏 34 33 97.1% 1,401 1,346 36 3 39 1,307 94 6.7%

大阪市域交通圏 196 181 92.3% 16,346 15,469 906 866 1,772 13,697 2,649 16.2%

京都市域交通圏 65 55 84.6% 6,818 6,816 271 228 499 6,317 501 7.3%

広島交通圏 93 73 78.5% 3,402 3,456 108 93 201 3,255 147 4.3%

福岡交通圏 106 100 94.3% 5,026 5,207 237 45 282 4,925 101 2.0%

北九州交通圏 84 82 97.6% 3,282 3,114 127 29 156 2,958 324 9.9%

（注）他局データは平成22年11月11日現在、当局データは平成22年11月17日現在の数値を示す。

特定事業計画（事業再構築）の状況（全国主要都市比較表）

特定地域（交通圏）名
事業者

数
基準車両数

①
申請者

数
申請率

事業再構築実施後の
供給力削減状況

特定事業計画
申請時の
車両数

②

事業再構築削減数
③

事業再構築実
施後の車両数

④
※②－③

















 

 

 

 

「特定事業の今後の取組み」（案） 
 

 

○北九州交通圏について 

 

 １．タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境作り 

 

 【追加事業】 

  ⑫デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車 

   「実施主体」：タクシー事業者 

   「実施時期」：短期（１年以内） 

 

  ⑬GPS技術等を利用した車両滞留防止への取組み 

   「実施主体」：タクシー事業者 

   「実施時期」：短期（１年以内） 

 

○福岡交通圏について 

 

（１）タクシー事業者が実施主体となる特定事業 

  ⑤労働条件の改善 

 

 【追加事業】 

  ニ、乗務員に対する健康管理指導の充実 

  ホ、労働負荷の軽減に資する施設及び関連器機の設置等 

資料３ 
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